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令和２年 第６回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和２年４月２２日（水） 午後２時００分 

場  所  役場３階 中会議室 

出 席 者  本庄教育長、武岡教育長職務代理者、寺田委員、小林委員、佐々木委員 

出席職員  大畑教育部長、北村学校教育課長、山谷学校教育課参事、石川社会教育課長、

須藤子ども未来課長、山下子ども未来課参事、玉木学校教育課主幹 

傍 聴 者  １名 

【開会の宣言】 

教育長 

 

ただ今、委員全員出席しておりますので、これより令和２年第６回当別

町教育委員会定例会を開催致します。 

教育長 傍聴の希望がありましたので、許可してよろしかったでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

それでは、傍聴を許可します。 

（傍聴者入室） 

 

【議事日程】 

教育長 

 

日程につきましては、各委員に配付しています日程表により議事に入り

ます。 

【日程第１】 

教育長 

 

日程第１、報告第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１号当別町教育・保育施設補助金交付規

則の一部を改正する規則制定につきまして、提案の説明を申し上げます。

議案書の１頁をご高覧下さい。 

 本件は、令和２年第５回当別町教育委員会定例会において、協議案第１

号として提案、委員各位の了承をいただいた規則制定であります。 

 内容としては、教育・保育施設の利用において、生活保護世帯への給食

費助成を行うため、規則の一部を改正するものであります。 

 なお、本規則は令和２年３月３１日付けで制定されましたので、委員会

にこれを報告し、ご承認をいただこうとするものです。 

 よろしくご審議いただきまして、ご承認をお願いいたします。 
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教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１号は原案の

とおり承認致しました。 

 

【日程第２】 

教育長 

 

日程第２、報告第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第２号当別町保育士等就労支援給付金交付

規則制定につきまして、提案の説明を申し上げます。議案書の２頁をご高

覧下さい。 

 本件は、令和２年第５回当別町教育委員会定例会において、協議案第２

号として提案、委員各位の了承をいただいた規則制定であります。 

 内容としては、新たに保育士等就労支援給付金を交付するための規則で

あります。 

 なお、本規則は、令和２年３月３１日付けで制定されましたので、委員

会にこれを報告し、ご承認をいただこうとするものです。 

 よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第２号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第２号は原案の

とおり承認致しました。 

 

【日程第３】 

教育長 

 

日程第３、報告第３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 
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教育部長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第３号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。議案書の３～５頁、別冊の１～２頁をご高覧下さ

い。 

 内容については、当別町図書館条例制定に伴い、教育委員会事務局に館

長の職名・職務並びに教育委員会の所管する教育機関に図書館を追加する

ことについて、臨時に代理したので、委員会に報告するものであります。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第３号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第３号は原案の

とおり承認致しました。 

 

【日程第４】 

教育長 

 

日程第４、報告第４号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第４号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。議案書の６～７頁をご高覧下さい。 

 内容については、幼児教育・保育の無償化に伴い、当別町私立幼稚園就

園奨励費補助金交付要綱を廃止することについて、臨時に代理したので、

委員会に報告するものであります。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第４号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第４号は原案の

とおり承認致しました。 
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【日程第５】 

教育長 

 

日程第５、報告第５号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第５号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。議案書の８～９頁、別冊の３頁をご高覧下さい。 

 内容については、町長部局の臨時職員取扱要綱廃止に伴い、当別町私立

幼稚園特別支援教育費補助金交付要綱を一部改正することについて、臨時

に代理したので、委員会に報告するものであります。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第５号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第５号は原案の

とおり承認致しました。 

 

【日程第６】 

教育長 

 

日程第６、報告第６号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第６号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。議案書の１０～１４頁をご高覧ください。 

本件は、令和２年４月１日付け教育委員会事務局職員の人事異動につい

て、臨時に代理したので、委員会に報告するものであります。 

 詳細につきましては、議案書の１１～１４頁に記載の「教育委員会事務

局職員の人事異動調書」をご高覧いただきたいと存じます。なお、教育部

長については、山崎から大畑に替わり、子ども未来課参事に山下が着任し

ております。 

 よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 
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 なければ、質疑を打ち切り、報告第６号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第６号は原案の

とおり承認致しました。 

 

【日程第７】 

教育長 

 

日程第７、報告第７号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第７号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。議案書の１５～１６頁、別冊の４頁をご高覧下さ

い。 

 本件は、令和２年３月３１日付け教職員の人事異動等に伴い、当別町教

育支援委員会委員の解職について、臨時に代理したので、委員会に報告す

るものであります。 

 詳細につきましては、議案書１６頁に記載の「当別町教育支援委員会委

員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第 7 号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第７号は原案の

とおり承認致しました。 

 

【日程第８】 

教育長 

 

日程第８、報告第８号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第８号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。議案書の１７～１８頁、別冊の５頁をご高覧下さ
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い。 

 本件は、令和２年３月３１日付け教職員の退職等に伴い、当別町学校給

食センター運営委員会委員の解職について、臨時に代理したので、委員会

に報告するものであります。 

 詳細につきましては、議案書１８頁に記載の「当別町学校給食センター

運営委員会委員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第８号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第８号は原案の

とおり承認致しました。 

 

【日程第９】 

教育長 

 

日程第９、報告第９号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第９号臨時代理の報告につきまして、提案

の説明を申し上げます。議案書の１９～２０頁、別冊の６頁をご高覧下さ

い。 

 本件は、令和２年３月３１日付け教職員等の人事異動に伴い、当別町要

保護児童対策地域協議会委員の解職について、臨時に代理したので、委員

会に報告するものであります。 

 詳細につきましては、議案書２０頁に記載の「当別町要保護児童対策地

域協議会委員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第９号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第９号は原案の

とおり承認致しました。 
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【日程第１０】 

教育長 

 

日程第１０、報告第１０号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１０号臨時代理の報告につきまして、提

案の説明を申し上げます。議案書の２１～２２頁、別冊の６頁をご高覧下

さい。 

 本件は、令和２年４月１日付け教職員等の人事異動に伴い、当別町要保

護児童対策地域協議会委員の委嘱について、臨時に代理したので、委員会

に報告するものであります。 

 詳細につきましては、議案書２２頁に記載の「当別町要保護児童対策地

域協議会委員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１０号は原案のとおり承認してご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１０号は原案

のとおり承認致しました。 

 

【日程第１１】 

教育長 

 

日程第１１、報告第１１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１１号臨時代理の報告につきまして、提

案の説明を申し上げます。議案書の２３～２４頁、別冊の７頁をご高覧下

さい。 

 本件は、令和２年３月３１日付け教職員の退職に伴い、当別町子ども・

子育て会議委員の解職について、臨時に代理したので、委員会に報告する

ものであります。 

 詳細につきましては、議案書２４頁に記載の「当別町子ども・子育て会

議委員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 
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教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１１号は原案のとおり承認してご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１１号は原案

のとおり承認致しました。 

 

【日程第１２】 

教育長 

 

日程第１２、報告第１２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１２号臨時代理の報告につきまして、提

案の説明を申し上げます。議案書の２５～２６頁、別冊の７頁をご高覧下

さい。 

 本件は、令和２年４月１日付け教職員の人事異動に伴い、当別町子ど

も・子育て会議委員の委嘱について、臨時に代理したので、委員会に報告

するものであります。 

 詳細につきましては、議案書２６頁に記載の「当別町子ども・子育て会

議委員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１２号は原案のとおり承認してご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１２号は原案

のとおり承認致しました。 

 

【日程第１３】 

教育長 

 

日程第１３、報告第１３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１３号臨時代理の報告につきまして、提
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案の説明を申し上げます。議案書の２７～２８頁、別冊の８頁をご高覧下

さい。 

 本件は、令和２年３月３１日付け教職員の退職等に伴う当別町社会教育

委員会委員の解職について、臨時に代理したので、委員会に報告するもの

であります。 

 詳細につきましては、議案書２８頁に記載の「当別町社会教育委員会委

員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１３号は原案のとおり承認してご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１３号は原案

のとおり承認致しました。 

 

【日程第１４】 

教育長 

 

日程第１４、報告第１４号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１４号臨時代理の報告につきまして、提

案の説明を申し上げます。議案書の２９～３０頁、別冊の８頁をご高覧下

さい。 

 本件は、令和２年４月１日付け教職員の人事異動に伴う当別町社会教育

委員会委員の委嘱について、臨時に代理したので、委員会に報告するもの

であります。 

 詳細につきましては、議案書３０頁に記載の「当別町社会教育委員会委

員」をご高覧いただきたいと存じます。 

 よろしくご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１４号は原案のとおり承認してご異

議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１４号は原案
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のとおり承認致しました。 

 

【日程第１５】 

教育長 

 

日程第１５、議案第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第１号当別町立学校修学旅行実施基準の一

部を改正する訓令の制定につきまして、提案の説明を申し上げます。議案

書の３１～４４頁、別冊の９～２２頁をご高覧下さい。 

 本件については、学習指導要領の改訂に伴い、訓令の一部を改正しよう

とするものであります。 

 よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 なお、詳細については、学校教育課長から説明いたします。 

 

学校教育課長  ご説明申し上げます。議案書の３１～４４頁、別冊の９～２２頁をご高

覧下さい。 

 本件については、学習指導要領の改訂に伴う改正です。 

別冊の９頁をご高覧ください。修学旅行の実施基準といたしまして、左

側が改正後の訓令となります。大きく変わりましたのが『１ ねらい』で

す。こちらでは、修学旅行を実施する際の狙いを改正しております。内容

については、目標や内容を踏まえた修学旅行の狙いといったところで、

（１）と（２）の表記を変えております。 

また、条文にあります別記様式の番号を改正しております。別冊１１～

２２頁が別記様式になります。例えば、別冊１１頁についてですが、表の

左右それぞれの左上に、別記様式の番号を書かせていただいております

が、こちらが大きく変わったところです。改正前には『別記様式１』だっ

たものが『別記様式第１号（基準６（１）ア関係）』といったところで、

基準を設けている宿泊研修の実施計画の様式番号を掲載しております。同

様に、小学校・中学校それぞれの実施計画・報告様式の番号も変更してい

るところであります。 

 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

 

教育長 

 

武岡委員 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 例えば、現在、ルスツリゾートで集団活動が行われておりますが、その
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

武岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

 

 

 

 

 

 

教育長 

場合の活動の狙いは、１に該当するということでよろしいでしょうか。 

 

 小学校ではルスツリゾートで集団活動を行っていますが、狙いといたし

ましては、（１）（２）ともに含まれているものと考えております。ルス

ツリゾートでいいますと『自然の豊かな場所で』に該当いたしますし、『異

文化』にも触れているものと思います。併せて集団行動でのグループにお

ける活動も含まれておりますので、１に該当するものと考えております。 

 

 土曜教室で、三笠市での化石学習の体験学習を入れていただきました。

こちらについて、とても良いことだと思いますが、こうした学習機会に参

加できない児童・生徒がたくさんおります。例えば（２）の目標でいくと、

教科横断的ということを考えますと、自然の中で課題を持ち、自ら課題解

決することを考えると、このような体験活動も、これからは積極的に取り

入れていただけると良いのではないかと考えております。 

ルスツリゾートについては、只今仰られたことももちろんそうですが、

そこで離せば子どもたちが目標を達成させられるというのは、私にとって

はいかがなものかと思います。もっと課題を持って、課題解決的な工程を

踏むということを大事にしていただけると、子どもたちにより確かな力が

育つのではないかと考えております。 

 

 現状の小学校の修学旅行においては、例えば小樽の町の中で、こういっ

た場所をこういう目的で見学しようということを、子どもたちが事前学習

で計画を立て、グループでテーマを持って、町を回ってもらうといった活

動を取り入れています。今回学習指導要領が改訂になったことで、このよ

うな活動がより一歩進んだ形で取り入れられているのではないかと考え

ております。 

 

 他にございませんか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【日程第１６】 

教育長 

 

日程第１６、議案第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 
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教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第２号第１地区教科用図書採択教育委員会

協議会委員の選任につきまして、提案の説明を申し上げます。議案書の４

５頁をご高覧下さい。 

 第１地区教科用図書採択教育委員会協議会規約第４条の規定に基づき、

委員となる代表１名を選任するため、委員会の議決を得ようとするもので

あります。 

 よろしくご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第２号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第２号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【日程第１７】 

教育長 

 

日程第１７、議案第３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第３号当別町スポーツ推進委員会委員の委

嘱について、提案の説明を申し上げます。議案書の４６～４７頁、別冊の

２３頁をご高覧ください。 

 当別町スポーツ推進委員会委員は、令和２年４月３０日を以って任期満

了となりますので、当別町スポーツ推進委員会規則第３条の規定に基づ

き、委員１５名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするものであり

ます。 

別冊の２３頁をご高覧ください。新委員には吉田 新之助 氏、武田 

雅子 氏、新井 和也 氏、池田 友洋 氏の４名が新たに加わります。

野口 和之 氏をはじめ１５名の委員により、新たに２年間、当別町スポ

ーツ推進委員会委員を務めていただく予定であります。 

 よろしくご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第３号は原案のとおり決定してご異議
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ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第３号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【日程第１８】 

教育長 

 

日程第１８、議案第４号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第４号当別町教育支援委員会委員の委嘱に

ついて、提案の説明を申し上げます。議案書の４８頁、別冊の４頁をご高

覧ください。 

当別町教育支援委員会規則第４条及び第６条の規定に基づき、嶋田 賢

人 氏１名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするものでありま

す。 

 よろしくご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第４号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第４号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【日程第１９】 

教育長 

 

日程第１９、議案第５号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第５号当別町学校給食センター運営委員会

委員の委嘱について、提案の説明を申し上げます。議案書の４９頁、別冊

の５頁をご高覧ください。 

 学校給食センター運営委員会条例第６条の規定に基づき、大浦 浩 

氏、矢持 晴江 氏の２名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとする
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ものであります。 

 よろしくご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第５号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第５号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【日程第２０】 

教育長 

 

日程第２０、議案第６号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第６号当別町いじめ問題調査委員会委員の

委嘱につきまして、提案の説明を申し上げます。議案書の５０頁、別冊の

２４頁をご高覧下さい。 

 当別町いじめ問題調査委員会委員は、令和２年４月３０日を以って任期

満了となりますので、当別町いじめ問題調査委員会条例第３条の規定に基

づき、委員５名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするものであり

ます。 

 武田 亘明 氏をはじめ５名の委員により、新たに２年間、当別町いじ

め問題調査委員会委員を務めていただく予定であります。 

 よろしくご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第６号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第６号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【日程第２１】 

教育長 

 

日程第２１、議案第７号を上程致します。 
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提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 （提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第７号当別町立当別小学校・当別中学校区

域学校運営協議会委員の委嘱につきまして、提案の説明を申し上げます。

議案書の５１～５２頁、別冊の２５頁をご高覧下さい。 

 当別町立当別小学校・当別中学校区域学校運営協議会については、当別

町立学校運営協議会の運営等に関する規則第５条及び第６条第１号の規

定に基づき、委員１３名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするも

のであります。 

 野口 和之 氏をはじめ１３名の委員により、当別町立当別小学校・当

別中学校区域学校運営協議会委員を務めていただく予定であります。 

 よろしくご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

 

教育長 

 

小林委員 

 

 

学校教育課参事 

 

 

 

武岡委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 新委員は、１名欠員となって１３名ということでしょうか。委員の補充

は行わないのですか。 

 

 学校運営協議会の中で、補充等の必要性が出てきた場合にまた協議をし

て、委員の推薦があれば補充するという形で、現在のところは空位のまま

任命を行います。 

 

 委員を決めるのは、学校運営協議会の中で行われると思いますが、西当

別と当別では、先生方が入っているか入っていないかという違いがありま

す。先生方が入っていて良いところというのは、どのようなところなので

しょうか。 

先生方が必要ないのであれば、西当別もここまで人数は必要なくてもい

いですが、西当別はあえて学校から２名ずつ委員を入れています。先生方

が入っていて良いところ、そしてなぜ当別では先生方が入っていないのか

を確認したいです。 

単純に考えると、子どもたちのことを話し合う場面では、学校での具体

的な様子ということで、先生方がいた方が、実態がよくわかるのではない

かと思いますが、どうなっているのかを教えていただきたいと思います。 

 

 まず、教員が入っているかどうかについてですが、２つの学校運営協議

会のそれぞれのスタートの段階において、当別小・中学校区においては、
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武岡委員 

 

 

 

教育長 

学校評議員を中心に発足したということで、最初の委員に教員が入ってお

らず、そのままということになっております。一方で、西当別は最初から

教員が入っております。こちらは教員の中でも、教務・生徒指導の担当者

に入っていただいております。 

この良さというのは、例えば教務の先生が入っていることによって、地

域の方々の声がすぐ学校運営に活かせます。生徒指導についても同様に、

地域の声がすぐ生徒指導に活かせます。この良さを活かして、当別地区の

方も、委員としては入っておりませんが、現在、教務・生徒指導担当者が、

職員枠という形で、協議会に参加して、意見を出すという場面を設けてお

ります。 

 

 生徒指導を行う上では、交番の署員も情報を持っているものと思いま

す。そのようなことを考えると、お互いに良いところを取り合って、委員

が増えるかもしれませんが、より良い形になればと思います。 

 

 他にございませんか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第７号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第７号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【日程第２２】 

教育長 

 

日程第２２、議案第８号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

教育部長 当別町立西当別小学校・西当別中学校区域学校運営協議会委員の委嘱に

つきまして、提案の説明を申し上げます。議案書の５３～５５頁、別冊の

２６頁をご高覧下さい。 

 当別町立西当別小学校・西当別中学校区域学校運営協議会については、

当別町立学校運営協議会の運営等に関する規則第５条及び第６条第１号

の規定に基づき、委員２２名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとす

るものであります。 

 石田 洋三 氏をはじめ２２名の委員により、当別町立西当別小学校・

西当別中学校区域学校運営協議会委員を務めていただく予定であります。 

 よろしくご審議をいただきますよう、お願いいたします。 
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教育長 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第８号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第８号は原案の

とおり決定致しました。 

 

【閉会の宣言】 

教育長 

 

以上で、本日の日程は、すべて終了致しました。 

令和２年第６回当別町教育委員会定例会を閉会致します。 

教育長 引き続き、事務局から報告・連絡等をお願いします。 

◆学校教育課長より説明 

○給食への異物混入について 

 ◆学校教育課参事より説明 

  ○義務教育学校開校準備の進捗状況・今後のスケジュールについて 

◆社会教育課長より説明 

○放課後学習会の開催について 

○土曜教室の開催について 

○土曜学習会の開催について 

○イングリッシュ・プロジェクトの開催について 

◆子ども未来課参事より説明 

 ○令和２年度町内認定こども園年間行事について 

 ○第２期子ども・子育て支援事業計画について 

◆新型コロナウイルス感染症関連 

 ○町内各学校の対応状況について 

 ○社会教育施設の対応状況について 

○認定こども園・子育て支援関連施設の対応状況について 

○布マスクの寄付について 

 

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和元年５月２０日（水）午後２時

から役場３階中会議室での開催を予定していますので、よろしくお願いし

ます。 

以上で、すべてを終了させていただきます。お疲れ様でした。 

 

閉会 午後３時３０分 

 


